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＊月次支援金のお知らせ 

2021年の 4月以降に、緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う 

飲食店の休業・時間短縮営業又は不要不急の外出・移動の自粛により、特に大きな影響を

受け、売上が大きく減少している中小法人等及び個人事業者等に対して、緊急事態措置又

はまん延防止等重点措置の影響が特に大きい、緊急事態措置を実施すべき期間又はまん延

防止等重点措置を実施すべき期間として公示された期間（以下これらを総称して「対象措

置実施期間」という。）を含む 2021年の各月における影響を緩和して、事業の継続及び立

て直しのための取組を支援するため、事業全般に広く使える月次支援金を迅速かつ公正に

給付するものです。 

・給付対象者： 

①緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等

の影響を受けていること。 

②緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち措置の影響を受けて月

間売上が 2019年または 2020年の同じ月と比べて 50％以上減少していること。 

・給 付 額：中小法人等上限２０万円／月  個人事業者等上限１０万円／月 

・給付申請期間：４月分／５月分：２０２１年６月１６日～８月中下旬 

        ６月分：２０２１年７月１日～８月３１日 

・窓口相談：0120-211-240（受付時間 8：30～19：00）  

・ホームページ：月次支援金 検索  

＊販路開拓・売上拡大等の実現に向けたＥＣ化支援事業 

 本事業は、下記のとおり中小・小規模事業者のＥＣにおける販路開拓・売上拡大等の実現

に向けたＥＣ開設を目的としたＥＣ化支援事業となっており、積極的にご参加及びご活用い

ただけますようお願い申し上げます。 

 １．事業概要   中小・小規模事業者のＥＣにおける販路開拓・売上拡大等の実現に向

けたＥＣ開設を目的としたＥＣ化支援事業 

２．対 象 者   中小・小規模事業者 

３．事業期間   令和３年７月～令和４年２月 

４．事業内容   １）ＥＣセミナーの開催（７テーマ：全５２回・各テーマ 1 回） 

２）ＥＣワークショップ（１テーマ：全６回・各テーマ 1 回） 

３）個別相談会（１県連３～５回）※応募数により調整 

※すべてオンライン会議ツール（ＺＯＯＭ）にて開催 

※セミナー日程等、詳細は別添「セミナーリスト」をご参照ください。 

  参加ご希望の事業所様は商工会までご連絡ください。 

 

Ｎｏ．４ 



＊大野町商工会管内事業所アンケート調査の実施について 

 商工会では国の経営発達支援計画の認定を受けて、今年度も伴走型小規模事業者支援推進

事業を実施いたします。 

 その一環として、大野町内の事業者様における「アフターコロナ」に関するアンケート調

査を７月の商工だよりに同封させていただきました。具体的な内容については、別紙のアン 

ケート調査票の通りですので、ご記入の上、ＦＡＸで商工会事務局に送信いただくか、職員

のアンケート調査の回収で、お伺いした際には何卒ご協力の程よろしくお願いいたします。 

＊大垣労働基準監督署からのお知らせ 

 大垣労働基準監督署から、死亡労働災害撲滅へ向けた緊急要請がありました。 

 本年は、岐阜県内で死亡労働災害が倍増しています。大垣労働基準監督署管内でも増加し、

製造業では、スレートの踏み抜きと機械のはさまれによりすでに２名の方が死亡しておりま

す。死亡災害の撲滅のため、 

①トップによる職場パトロールの実施 

②高所作業時の足場や手すりの設置と墜落制止用用具の使用 

③機械の可動範囲への立入禁止と運転停止 

④点検、修理など非定常作業マニュアルの作成と労働者への教育 

などの安全対策の徹底をお願いします。 

 

＊無料法律相談のお知らせ（1事業所１時間程度 相談無料） 

〇令和３年７月２０日（火）OKBふれあい会館  午後１時～ 

〃  ８月２４日（火）OKBふれあい会館  午後１時～ 

 

＊商工会の福祉共済のご案内 
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